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大船渡商工会議所職員採用試験実施要領 
 

 令和４年度大船渡商工会議所職員採用試験を次のとおり実施します。 

 この試験は、大船渡商工会議所職員採用内定者及び採用候補者を決定するために行う

ものです。 

 

１ 募集職種及び採用予定人数 

(1) 事務職員  １名程度 

 

２ 応募資格 

(1) 専門学校、短期大学、大学等を令和５年３月３１日までに卒業・修了見込みの者。 

または、高校、専門学校、短期大学、大学等を卒業した者（概ね５年以内）。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 

  ① 日本国籍を有しない者 

  ② 成年被後見人又は被保佐人 

  ③ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

 ④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 申込期間 

 (1) 令和４年８月22日(月)から令和４年10月13日(木)までとし、（土・日曜日、祝日

は除く。）受付時間は、午前９時から午後５時までとします。 

(2) 郵便での受け付けは、令和４年10月13日(木)の消印があるものまで有効。 

封筒の表に「採用試験申込」と朱書し、大船渡商工会議所企画総務部(本所)に送付

ください。 

 

４ 必要書類 

 (1)  採用試験申込書（所定の箇所に写真を添付、３か月以内のカラー写真） 

   ・大船渡商工会議所企画総務部（本所）において交付します。 

・申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に「試験請求」と朱書した封筒に、宛先、

郵便番号を明記した返信用封筒(長形３号)の表に94円切手を貼ったものを同封のうえ、

大船渡商工会議所企画総務部（本所）に請求してください。 

(2) 卒業証明書または卒業見込み証明書 １通 

(3) 成績証明書 １通 

 

５ 採用試験日程等 

(1) 第１次試験 

  ① 期   日  令和４年10月23日（日） 

            受付開始は、午前９時、試験開始は、午前９時30分 

  ② 持 ち 物  鉛筆、消しゴム、電卓 

(2) 第２次試験 

 ① 期   日  令和４年11月６日（日）（予定） 
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６ 採用試験の会場 

第１次、第２次試験ともに、大船渡商工会議所会議室（大船渡市盛町字中道下2-25） 

 

７ 採用試験の内容 

(1) 第１次試験 

  ① 能力試験  職員として必要な基礎学力等についての筆記試験 

  ② 作文試験  職員としてふさわしい表現力、思考力等を有しているか判断する

ための筆記試験 

    ※第１次試験の結果は、令和４年10月下旬に、第１次試験受験者全員に通知します。 

(2) 第２次試験 

第１次試験合格者について、職員としての適格性を判断するため、適性検査、

面接試験を行います。 

   ※第２次試験の結果は、令和４年11月下旬に、第２次試験受験者全員に通知します。 

 (3)  内定通知、採用候補者通知 

     令和４年11月下旬に、第２次試験結果通知に同封いたします。 

    ※採用候補者は、内定者決定の日から令和５年４月30日(日)までの間において、内定

者に辞退する者等が生じた場合に採用されます。ただし、採用候補者が採用される

とは限りません。 

 

８ 採用予定日 

   令和５年４月１日(土) 

   なお、採用後に所属・業務内容を決定します。 

 

９ 給与、勤務時間等 

(1) 給与 

   初任給（給与月額） 大学卒 １６６，１００円  短大卒 １５５，２００円 

    上記初任給のほかに、通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉

手当等を支給いたします。なお、給与改定等があった場合には変更になることがあり

ます。 

(2) 勤務条件 

勤務時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

休  日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

休 暇 等  年次休暇、特別休暇など 

 

 

 上記のほか、職員採用試験の実施について不明な点又は詳細についての照会は、大船

渡商工会議所企画総務部に連絡してください。 

 

            【照 会 先】 

              〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字中道下2-25 

                     大船渡商工会議所 企画総務部 

                      ℡ ０１９２－２６－２１４１ 


